
ふるさとあなん 
寄附金 

ふるさとを守り築き上げた父母兄弟 

ふるさとの将来を担う子どもたちのための取り組みにご参加ください。 

長野県阿南町 

昭和42年 
新野全景 

現在の 
新野全景 

現在の 
富草小学校 

現在の 
和合小学校の遠望 

現在の 
大下条小学校と 
阿南第一中学校 
の遠望 

昭和39年 
大下条小・中学校 
農協・役場 

昭和33年 
和合小学校 

昭和40年 
富草小・中学校 

ふるさとの今昔 

（ふるさと納税） 
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（現在は樹木が茂り当時
の場所から撮影できませ
んので平久塔の観音から
撮影しました） 

（現在は樹木が茂り当時の場所から撮影でき
ませんでしたので逆方向から撮影しました） 

この場所には、何も記載しないでください。 

（ご注意） 
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本表を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。 
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付きＡＴＭでも
ご利用いただけます。 
・この払込書を、ゆうちょ銀行又
は郵便局の渉外員にお預けになる
ときは、引換えに預り証を必ずお受
け取りください。 
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。 
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。 



寄附金 

寄附金の申し込みについて 阿南町への寄附について 
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千　百　十　万　千　百　十　円 

千　百　十　万　千　百　十　円 

公 公 払　込　料　金 
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事　業　の　種　類 

裏面の注意事項をお読みください。（ゆうちょ銀行） 

これより下部には何も記入しないでください。 

この受領証は、大切に保管してください。 

（承認長第20512号） 

ふるさとの父母兄弟のための福祉に関する事業 円 

町ホームページへの氏名のみの公表 する　・　しない 

運用報告書の送付の希望 する　・　しない 

ふるさとの教育・少子化対策等に関する事業 円 

ふるさとの自然環境保全に関する事業 円 

ふるさとの歴史文化保存に関する事業 円 

寄附者とのふるさと交流事業 円 

充　当　寄　附　金　額 

備　考 日  附  印  

様 

〒 

（電話　　　　　　　　　　　） 

※ご希望する事業の左欄へ「○」を、右欄に寄附金額を記入してください。記入のない場合は、町長が使途の選択を行います。 

※下記のご希望する事項に「○」を記入してください。 

※メッセージ（ご自分でお書きください） 

　この度、ふるさとあなん寄附金条例を制定いたしました。 
　私たちのふるさと阿南町は豊かな自然環境、雪祭りを始めとする民俗芸能の宝庫といわれ、地域の人々が永年
にわたり築き上げた歴史と文化が脈々と受け継がれ、心を癒し続ける土地です。 
　私たちの先人である、おじいさん、おばあさんは、戦前・戦中・戦後にわたり、さまざまな災害など幾多の困
難を克服するなか、家族のため、例えば子どもたちには、教育を付けさせ、せめて自分たちよりかも豊かな生活
をさせなければと… 
　また自分たちの地域を良くしようと、日夜涙ぐましい努力を重ね今日のふるさと阿南町を守り築いてくれました。 
　この寄附金条例は、そうした、おじいさん、おばあさんたちの健康・福祉の増進を図ることを始め、ふるさと
の未来を担う子どもたちの教育・子育て支援に、森林などの自然環境保全に、民俗芸能などの歴史文化保存に、
ふるさとを愛する皆様からの寄附金を充てさせていただき「ふるさとあなん」づくりを進めようとするものであ
ります。 
　皆様のふるさとにかける思いをお伝えいただき、町の仕事として取組んでまいりたいと存じます。 
　多くの皆様のご支援をお待ちしています。 

　寄附金は適正に管理運用するため、ふるさとあなん基金に積み立てられます。基金は金融機関への預金その他、
最も確実有利な方法により保管され、毎年の事業実施状況と運用状況を町広報紙及び町ホームページでご報告さ
せていただきます。 

寄附金の運用について 

　専用のふるさと寄附金申込書（この頁下段の払込取扱票）に必要事項記入のうえ、寄附金を添えてお近くの
郵便局でお申し込みください。 
　なお、ご寄附は、5,000円以上とさせていただきます。 
　なお、ご寄附いただきました皆様には、ご希望により5,000円相当の「ふるさと特産品」の送付又は、ふるさ
と阿南町へ訪れた際の町内での宿泊費の補助をさせていただきます。 

寄附金の申し込みについて 阿南町への寄附について 

寄附をお寄せいただく方法 

阿南町への寄附は、下記の「払込取扱票」により最寄りの郵便局窓口で 
払込みください。（払込料金はかかりません） 

現金書留払いを希望される場合は、下記の住所へ郵送ください。 
（申し訳ございませんが郵送料金等についてはご負担ください。） 

11

22

確定申告について 33

〒399-1511 
長野県下伊那郡阿南町東條58番地の1

阿南町役場　会計管理者　宛 

寄附金の活用は、皆様がご選択いただいた事業に活用させていただきます。活用する事業は以下のとおりです。 

寄附金 

（1）ふるさとの父母兄弟のための福祉に関する事業 （2）ふるさとの教育、少子化対策等に関する事業 

（3）ふるさとの自然環境保全に関する事業 

（4）ふるさとの歴史文化保存に関する事業 （5）寄附者とのふるさと交流事業 

〔※下記の払込取扱票以外の用紙や別口座への振込をお願いすることはございません。〕 

御寄附いただいた金額より5,000円を控除した金額が、阿南町が発行する 
証明書を確定申告時に提出いただくと住民税所得割額の10％を限度額として 
納税額より差し引かれます。 

阿 南 町 

皆様からの寄附金の活用方法 


